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１．はじめに

本資料のご利用にあたりましては、弊社ホームページ上に掲載の利用規約をご覧の上、本資料に記

載されている安全確保の指示を遵守して作業にあたってください。

この説明書は、パナソニック エレベーター株式会社が、当社の設計基準に基づいて昇降機の

専門技術者を対象に作成しています。

安全を確保するために、本説明書を熟読してください。検査に当たっては、実機と本書に記載されて

いる写真や挿入図を確認して実施下さい。

本書に記載の諸作業の実施については、専門技術者（用語の定義を参照）を対象としているので、

必要な安全処置については実施されていることを前提としています。

２．警告表示及び諸注意

警告表示マークの定義

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明

しています。
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次の表示区分は、本文中の追加説明として記載しております。

３．昇降機専門技術者へのお願い

専門技術者とは昇降機の保守・点検を専門に行う技術者で、本書では昇降機検査資格者、または

昇降機に関し専門の教育、研修を受けた技術者を想定しています。

４．検査用具（治具・工具）
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５．検査手順

測定作業は、下記に留意して行って下さい。

５－１ ラウンドシーブ（ホームエレベーター、小型エレベーター）

測定方法

測定時のシーブ溝深さ：Ｄ＝「ロープ径：Ｂ」－「シーブ面からロープまでの高さ：Ｃ」

Ｄ寸法の初期値：２．９mm

ロープ径Ｂ：公称８mm
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５－１－２測定要領

①ノギスを使用した寸法の測定

・「シーブ面からロープまでの高さ：Ｃ」、「ロープ径：Ｂ」の測定を行う。

・ 「シーブ面からロープまでの高さ」はロープの掛かったドライビングシーブの任意の一箇所と

し、ロープストランドの頂点で測定する。

・「ロープ径」寸法は、ドライビングシーブに掛かる任意の一点の場所について測定を行う。

・ノギスはドライビングシーブ円周に対して垂直に使用する。

②「測定時のシーブ溝深さ：Ｄ」の測定／確認

・ノギスの測定は、ドライビングシーブの任意の一箇所とする。

・ノギスは、ドライビングシーブ円周に対して垂直に使用する。

③良否の判定を行う。

５－２アンダーカットシーブ（中低層エレベーター）

測定方法

シーブ面からロープまでの高さＣ

５－２－２測定要領

①ノギスを使用した寸法の測定

・「シーブ面からロープまでの高さ：Ｃ」

②「測定時のシーブ面からロープまでの高さ：Ｃ」の測定／確認

・ノギスの測定は、ドライビングシーブの任意の一箇所とする。

・ノギスは、ドライビングシーブ円周に対して垂直に使用する。

③良否の判定を行う。
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６．判定基準

ラウンドシーブ

要是正（Ｄ寸法）：使用しているロープ径の１／４以上の磨耗

アンダーカットシーブ

要是正（Ｃ寸法）：シーブ面からロープまでの高さ０mm未満

７．要是正寸法

機種 巻上機外観 要重点点検 要是正

ホーム

エレベーター

小型

エレベーター

「要是正の寸法」
の９０％以上の
磨耗

使用している
ロープ径の１／４
以上の磨耗

中低層

エレベーター

シーブ面から
ロープまでの高さ
０．５mm未満

シーブ面から
ロープまでの高さ
０．０mm未満


